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○南三陸町労働力確保対策事業補助金交付要綱 

令和元年１０月１日 

告示第７３号 

（趣旨） 

第１条 町は、町内中小企業等の労働力の確保を図り、事業活動の維持及び持続と振興を促

進するため、予算の範囲内において南三陸町労働力確保対策事業補助金（以下「補助金」

という。）を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則（平

成１７年南三陸町規則第３３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱

の定めるところによる。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 南三陸町内に事務所、店舗又は工場（以下「事業所」という。）を有する中小企

業者（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業

者をいう。）、町内に介護老人保健施設等又は特別養護老人ホーム等（以下「施設等」

という。）を有する医療法人（医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する医療法

人をいう。）、社会福祉法人（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に規定する社会

福祉法人をいう。）及び町内に施設等を有する保健、医療又は福祉の増進を図る活動を

行う特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に規定する

特定非営利活動法人をいう。）であって、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の

適用を受けているものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業を営む者及び町税

に滞納がある者を除く。 

（２） 南三陸商工会又はその他の南三陸町内の商工業の振興を目的として組織し、町長

が適当と認めた団体 

（補助対象経費及び補助額） 

第３条 補助金の交付対象となる事業及び経費並びに補助額及び補助限度額は、別表に定め

るとおりとする。 

（補助金の交付の申請） 

第４条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第４条第１項の規定に

よる南三陸町労働力確保対策事業補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）

により、町長に申請しなければならない。 
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２ 規則第４条第２項に規定する町長が必要と認める書類は、次のとおりとする。 

（１） 事業計画書 

（２） 収支予算書 

（３） 見積書等 

（４） 就業規則の写し 

（５） 求人募集等が確認できる書類 

（６） 申請書を町長に提出する日において納期が到来している町税（申請者が納税義務

者である町税に限る。）の納税証明書 

（７） その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第５条 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容等を審査するものとする。 

２ 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当と認めたときは、南三陸町労

働力確保対策事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、補助金を交付することが

適当でないと認めたときは、南三陸町労働力確保対策事業補助金不交付通知書（様式第３

号）により、当該申請者へ通知するものとする。 

（実績報告） 

第６条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、事業の完了の

１月後までに規則第１３条第１項の規定による南三陸町労働力確保対策事業補助金実績

報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（１） 事業実績書 

（２） 収支精算書 

（３） 補助対象経費に係る領収書等 

（４） その他町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定等） 

第７条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行

い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、様式第５号により交付決定者に通知するも

のとする。 

（補助金交付の取消し） 

第８条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一

部を取り消すものとする。 

（１） 不正の手段により補助金を受けたとき。 
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（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助金交付の条件に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第９条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに

係る補助金を既に交付しているときは、交付決定者に対し補助金の返還を命ずることがで

きる。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和元年１０月１日から施行する。 

（適用） 

２ この告示は、令和２年度以降の各年度において、補助金に係る予算が成立した場合は、

当該補助金にも適用する。 

別表（第３条関係） 

区分 内容 

補助対象事業 １ 第２条第１号に掲げる事業者が実施する労働力確保に関する事業 

２ 第２条第２号に掲げる商工団体等が実施する労働力確保に関する

事業 

補助対象経費 １ 第２条第１号に掲げる事業者が実施する労働力確保対策に係る経

費 

（１） 求人情報掲載料 

（２） 印刷製本費（求人・採用に係るパンフレット、チラシ等の印

刷製本に係る経費とし、企業紹介等のものは除く。） 

（３） 社員募集の看板作成・設置に係る経費 

（４） その他労働力確保のために係る経費 

２ 第２条第２号に掲げる商工団体等が実施する労働力確保対策に係

る経費 

（１） 就職セミナー等の実施に係る経費 

（２） その他労働力確保のために係る経費 

補助額 補助対象経費の２分の１の額とし、当該２分の１の額に千円未満の端数
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が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 

補助限度額 第２条第１号に掲げる団体等については、３０万円、第２条第２号に掲

げる団体等については、５０万円を限度とし、補助金の交付は、いずれ

も同一申請者につき一の年度１回限りとする。 

 


